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厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課 

 

 

性感染症の予防啓発資材について（周知） 

 

 平素より、  性感染症に関する特定感染症予防指針」 （平 12 年厚生省告示第

15 号）に基づく対策に御尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 近年のデジタル化などに伴う個人や集団における生活形態の変化は、性感染症

における課題にも大きく影響していると考えられております。 

こうした実情を踏まえた検討を経て、令和７年 11 月 10 日付けで 性感染症

に関する特定感染症予防指針」が改正されました。改正内容については、別途通

知にてお知らせしているところですが、2024 年の梅毒の報告数（暫定値）は１

万 4,663 人であり、感染症法上の届出を開始して以降、最多となった 2023 年の

報告数をやや下回っているものの、依然として多くの報告数で推移しています。

女性では 20 代、男性は 20～50 代の幅広い層を中心に多く見られ、梅毒合併妊

婦や先天梅毒の報告も増加している状況です。また、性器クラミジア感染症及び

淋菌感染症については、過去 10 年間で 10 代後半の定点当たり報告数は横ばい

である一方、20 代では増加傾向であることなどから、引き続き注意が必要な状

況です。 

これらの状況を踏まえ、性感染症の予防啓発を目的としたポスター・チラシを

作 いたしました。 

つきましては、当該資材を性感染症の予防啓発にご活用いただくとともに、貴

管下の医療機関等への周知についてご高配のほどお願い申し上げます。 

 

なお、ポスター ・チラシは、以下の厚生労働省ホームページからダウンロード

が可能です。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-

kansenshou/seikansenshou/ 
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